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令和５年度 第1回越谷市自殺対策連絡協議会 会議録 

 

開催日時 令和５年１０月６日（金） 午後２時００分～３時４０分 

開催場所 越谷市中央市民会館 第４・５・６会議室 

議  事 

１ 開会 

２ 議事 

（１）越谷市いのち支える自殺対策推進計画の概要について 

（２）第２次自殺対策推進計画の策定に向けた取組みについて 

（３）第２次自殺対策推進計画（素案）について 

（４）その他 

３ その他 

４ 閉会 

会議資料（■有 □無）） 

出席者等 

出席委員 

 東委員、麻王委員、遠藤委員、池田委員、千嶋委員、髙野委員 

近藤委員、赤羽委員、髙橋委員、佐藤委員、黒田委員、浅井委員 

都築委員、林委員、大塚委員、関委員、吉長委員、加納委員 

田中委員 

 

欠席委員  

 宮下委員、河野委員、五明委員、中村委員、松本委員、星川委員 

 

事務局 

 野口保健医療部長、原保健所長 

 【保健総務課】永瀬課長 

 【こころの健康支援室】髙森室長、近藤副室長、須賀主幹 

梅田主査、吉田主任 

 

【議事】 

１ 開会 

 事務局より、開会が宣言された。委員交代の紹介、委員の半数以上の出席があるため本協議会

の会議が成立していることを報告した。 

 

２ 会長あいさつ 

 会長よりあいさつをいただいた。 

 

３ 議事 

傍聴希望者の確認を行い、傍聴希望者はいなかった。 
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議事（１）越谷市いのち支える自殺対策推進計画の概要について 

 

発言者 発言内容 

議 長 

 

それでは、はじめに議事（１）「越谷市いのち支える自殺対策推進計画の概

要」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、議事１の「越谷市いのち支える自殺対策推進計画の概要につい

て」、説明いたします。 

 

 資料１をご用意ください。 

 １ページ目をご覧ください。 

 「１、本計画策定の趣旨」について、平成２８年に「自殺対策基本法」が改

正され、地方自治体に地域の実情を勘案した自殺対策計画の策定が義務付け

られました。これを受けて、本市では平成３０年６月に「越谷市自殺対策推進

条例」を制定し、平成３１年３月に本計画である、「越谷市いのち支える自殺

対策推進計画」を策定し、庁内各課所及び関係団体と連携のもと、全庁的に自

殺対策の取り組みを進めてまいりました。 

本計画の位置づけとしまして、自殺対策基本法に定められた「市町村自殺対

策計画」として、国の自殺総合対策大綱及び越谷市自殺対策推進条例の趣旨を

具現化するものとして位置づけられています。 

 また、本計画は「第５次越谷市総合振興計画」のもとで、「第２次越谷市健

康づくり行動計画・食育推進計画『いきいき越谷２１』と一体となり、策定し

ています。 

 

「２、数値目標」について、国は自殺総合対策大綱において、令和８年まで

に自殺死亡率を平成２７年より３０％以上減少させることを設置していま

す。 

自殺死亡率とは、人口１０万人あたりの年間自殺者数の割合をいいます。 

 本市の達成指標は、表のとおりとなります。 

 ２ページ目をご覧ください。 

 「３、施策の体系」について、本市では、「誰も自殺に追い込まれることの

ない越谷の実現を目指す」ことを基本理念とし、基本施策及び、本市の傾向の

分析をもとに重点施策３点を掲げ、官民協働による連携推進や、自殺対策を全

庁的な取り組みとして、総合的かつ計画的に推進しています。 

 

 ３ページ目をご覧ください。 

 「４、計画の推進」につきましては、資料１－１の「令和４年度 自殺対策

施策報告書」をもとに報告いたします。本報告書は、毎年１回市議会で報告し

ているものになります。 

  

資料１―１をご用意ください。 

 令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた各事
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発言者 発言内容 

業について、感染状況に配慮し対策を講じながら臨機応変に実施してまいり

ました。各事業の取り組みについては、後ほど御目通しいただければと思いま

す。 

 

続きまして、「５、本市における自殺の現状」について、資料１－２をもと

にご説明いたします。 

 

資料１－２をご用意ください。 

はじめに、統計について簡単にご説明いたします。自殺の統計は、年度では

なく、１月から１２月までの暦年（れきねん）で集計されております。自殺の

統計には、警察庁統計と人口動態統計の２つがあります。 

警察庁統計は、日本における外国人を含む総人口を対象とし、捜査等によ

り、自殺と判明した時点で「自殺」に計上されております。 

 一方の人口動態統計については、日本における日本人を対象とし、自殺、他

殺あるいは事故死のいずれか不明の時は「自殺以外」で処理されています。人

口動態統計については、自殺者を住所地に計上しており、警察庁統計に比べて

公表が遅い傾向があります。 

 

自殺は広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策が

総合的に推進された結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、

着実に成果を上げてきました。しかし、自殺者数は依然として毎年２万人を超

える水準で推移しており、さらに令和２年には新型コロナウイルス感染症拡

大の影響等で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したこと等により、自

殺者数は１１年ぶりに前年を上回りました。また、令和４年の自殺者数は前年

より８７４人多く、２１，８８１人となっています。 

 

資料１－２、４ページ目下部をご覧ください。 

最初に注意点といたしまして、令和４年については人口動態統計が正式に

公表されておりませんので、参考値として、警察庁統計の数値を算入しており

ます。 

本市の自殺死亡率は、平成２２年をピークに減少傾向でしたが、令和元年よ

り増加に転じたものの、令和３年に減少に転じ、令和４年は５４人と前年と横

ばいになっております。 

 

５ページ目をご覧ください。 

５ページ目上部、本市の自殺の現状の「本市の年齢区分別自殺者数５年間推

移」ですが、４０代と５０代は例年と同様に多い傾向がみられています。 

 

５ページ目中部、円グラフでは、本市の令和４年の自殺者数は、警察庁統計

で５４人となっております。男性５４パーセント、女性４６パーセントとほぼ
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発言者 発言内容 

同じ割合となっております。 

このグラフから特徴的にわかることは、２ページ目上部の表から全国的に

は男性の自殺者数が女性の２倍であることから、本市では、全国平均より女性

の自殺者数の割合が多いということがわかります。 

 

６ページ目をご覧ください。 

６ページ目上部、「令和４年原因・動機別自殺者数」ですが、全国及び例年

と同様に「健康問題」が一番多くなっております。 

 

６ページ目下部をご覧ください。 

ここの部分は本年、令和５年の警察庁統計の速報値を掲載しております。 

「令和５年１月から８月の月別自殺者数（暫定値）」ですが、本市の自殺者

数は３４人となっております。 

 

 以上が、本市自殺の現状になります。その他は、後ほど御目通しいただけれ

ばと思います。 

 

 続きまして、資料１に戻りまして、資料１、３ページ目、「６、計画の評価」

についてのご説明ですが、２年に１回行っている市政世論調査や、毎年１回行

っている青少年意識調査、先ほど報告いたしました毎年１回、市議会へ報告し

ている施策報告書をもとに評価を行いながら、全庁的に計画を推進してまい

りました。 

 

議事（１）「越谷市いのち支える自殺対策計画の概要」の説明は、以上でご

ざいます。 

 

発言者 発言内容 

議 長 

 

事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

委 員 本市の自殺の現状というのが我々にとって重要だと思うが、資料１-２で、

全国の統計と本市の統計が出ており、６ページ目の「原因動機別自殺者数」を

見ると、圧倒的に「健康問題」が多い。この「健康問題」とはどんな内容なの

か。 

事務局 健康問題に関しましては、明らかにこういうものだということは資料とし

て持ち得ていませんが、一般的な内科等の疾患であるとか、外科等の疾患であ

るとか、精神的な疾患等に起因するものを健康問題と考えています。 

また、自殺に関しましては、グラフからは健康問題が一番多くなっています

が、大綱等にもあるように、一つの要因から自殺という行動が起きるのではな

く、自殺された方には概ね四つ以上の問題があったのではないかと言われて

おります。そのため健康問題が一位ですが、そのほかに、家庭問題や教育問
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発言者 発言内容 

題、経済問題などが関わっていると考えられます。 

議 長 他にご質問・ご意見等がありましたら、お願いします。 

委 員 いま説明があったように、自殺の理由は概ね四つ以上あると言われている

が、孤独・孤立というのも理由の一つになると思う。孤独・孤立は、このなか

のどこに入るのか。 

事務局 孤独・孤立の方はなかなか相談に結びついていないということもあり、どこ

に分類・区分されるかということは、なかなか判断が難しいと考えておりま

す。 

現行計画の期間においても、孤独・孤立対策に取り組んでまいりましたが、

これから策定する第２次計画の期間においても、孤独・孤立対策をより一層強

化していきたいと考えております。 

議 長 では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、議事（２）「第２次自殺対策推進計画に向けた取組みについて」、

事務局から説明をお願いします。 

 

 

議事（２）第２次自殺対策推進計画の策定に向けた取組みについて 

 

発言者 発言内容 

事務局 それでは、議事２の「第２次越谷市自殺対策推進計画策定に向けた取組みに

ついて」、説明いたします。 

資料２及び資料２－１をご用意ください。 

 

 資料２、１ページ目をご覧ください。 

 本年度は、現行計画の最終年度であり、自殺対策の更なる推進のため、現行

計画の成果や施策評価を行うとともに、社会情勢の変化による新たな課題に

対する取り組みを踏まえた第２次計画の策定が必要となっております。 

 

 「２、第２次計画の期間」については、国の自殺総合対策大綱がおおむね５

年を目途に見直しが行われることを鑑みて、現行計画と同様に、令和６年度か

ら令和１０年度までの５年間を予定しております。 

 

 「３、国の動向及び国から示されている見解等」について、資料２－１の自

殺総合対策大綱及び国の指定法人が運営する、いのち支える自殺対策推進セ

ンターにおいて各自治体それぞれの自殺の実態が分析された、地域自殺実態

プロファイルなどをもとに、第２次計画を策定していきます。 

 

 「４、第２次計画策定に向けた現行計画の評価・総括」について、市政世論

調査や青少年意識調査、自殺対策施策報告書などをもとに、自殺対策の更なる

推進のため、現行計画の評価・総括を行います。 
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発言者 発言内容 

 

 ２ページ目、「５、本市の課題［第２次計画において重点事項として掲げる

事項]」について、大綱及び自殺総合対策推進センターによる「越谷市自殺実

態プロファイル」によると、本市の重点項目は、（１）子ども・若者、（２）女

性、（３）勤務・経営となっており、その他、高齢者、生活困窮者、無職者・

失業者等も推奨される重点事項として挙がっています。 

 

 課題（１）の子ども・若年層への対策が必要な状況といたしまして、市政世

論調査及び青少年意識調査からも若年者の自殺への思考や、「誰にも言えない

くらい困ったことがある」との回答が一定数いることが分かります。また、高

校生及び２９歳以下の自殺の割合が全国平均より高い傾向があります。 

 

 課題（２）の女性への対策が必要な状況といたしまして、プロファイルによ

ると、過去５年間の経過をみても、４０歳～５９歳で無職・家族と同居の女性

が特に高い自殺死亡者数となっております。その他の年齢層でも無職・家族と

同居している女性の自殺が高くなっております。原因・動機につきましては、

年代別による特徴的なものを挙げさせていただいております。 

  

 ３ページ目、課題（３）の勤務・経営層への対策が必要な状況といたしまし

て、過去５年間の経過をみましても４０歳～５９歳の労働年齢の男性が高い

死亡率となっております。この年齢層の男性は、有職・無職、独居・家族同居

を問わず、高い自殺死亡率となっております。その他の課題としまして、本計

画策定前より自殺死亡率は下がっているものの、高齢者、生活困窮者、無職

者・失業者は、依然として高い自殺死亡率となっています。 

  

 「６、第２次計画策定」について、現行計画の評価・総括を基に、国の動向

や国から示されている見解等を勘案し、庁内の関係部課所の職員で構成する

推進会議と作業部会で協議、検討し、素案を作成いたました。 

 素案については、本協議会において、このあと議事（３）で協議・検討して

まいります。 

 

 「７、今後の第２次計画の策定体制」について、記載のとおり、自殺対策を

更に推進する取り組みの検証を行い、策定を進めます。 

 

 ４ページ目、「８、第２次計画策定のスケジュール」は、このように進めて

おります。 

 

議事（２）「第２次越谷市いのち支える自殺対策推進計画の策定に向けた取

組み」の説明は、以上でございます。 
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発言者 発言内容 

議 長 事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

 確認ですが、いまの説明のなかに「プロファイル」というものが入っていま

したけれども、これは、議事（２）の資料にはないと思います。見たところ、

次の議事の資料３に入っています。 

 「地域自殺実態プロファイル」の部分があり、それで本市の特徴というのは

全国的に見て、資料３の１１ページに星がついている年代が、全国の市町村の

なかで上位に入っていることと理解しましたが、それでよろしいでしょうか。 

事務局 お見込みのとおりです。 

議 長 これらに関して、ご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 

 子ども・若者層対策が挙げられていますが、青少年関係のところで、青少年

相談に携わっておられます委員から意見はありますか。 

委 員 越谷市青少年相談員協議会は、ボランティアで主に小学生を対象にレクリ

エーション活動などを行っており、私たちが直接相談を受けるという形では

ありません。 

委 員 埼玉県全体でいえば中高生の自殺者数が非常に多いことは理解しており、

もちろん対策を講じていく必要性は感じている。ただそれをもって、本市の特

徴として若年層の自殺が多いということまで言及できるのかということは難

しく、そういうことが市内にオーソライズされるのは厳しい。 

委 員 中学校のほうでもいまの発言内容に共感がもてる。特に中学生は、本心じゃ

なかったとしてもこういった思いはあるため、常に学校や教育委員会、市のほ

うで調査をしている。ただそれでだけで、一概に若年層の自殺が多いというこ

とではないと考えている。 

議 長 では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、議事（３）「第２次自殺対策推進計画（素案）について」、事務局

から説明をお願いします。 

 

 

議事（３）第２次自殺対策推進計画（素案）について 

【第1章】 

発言者 発言内容 

事務局 それでは、議事（３）「第２次自殺対策推進計画（素案）について」、説明い

たします。 

資料３と資料３－１、および現行の計画書をご用意ください。 

 

資料３につきましては、第２次計画の現段階での素案となります。 

目次もなく、文章についても見直さなければならない点が散見されますが、事

務局のほうで引き続き見直し作業を行いますので、ご容赦いただけましたら

と思います。 

現行の計画と第２次計画の素案の基本的な作り方につきましては、章立て
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発言者 発言内容 

や統計資料等の分析、自殺対策事業を掲載するなど、その基本構成はほとんど

同じものになります。 

内容構成はほぼ同じものとなりますが、自殺総合対策大綱の見直しによる

新しい課題を取り入れ、また現行計画の評価・総括を行い、新しい自殺対策事

業が加わったものが、第２次計画の素案となります。 

 議事（３）につきましては、本日提示させていただいた素案を、第１章～第

５章の各章ごとに、計５つに分けて、順々に説明及び質疑応答をすすめさせて

いただきます。 

 

それでは最初に、第１章についてご説明いたします。 

資料３をご用意ください。ページは１～４ページになります。 

第２次計画において、国の大綱やその他関連施策の動向を鑑み、変更や追加

となった事項を中心にご説明いたします。 

 

第１章では、主に２点、変更や新規事項がございます。 

１つ目は、資料３、３ページ１．４．２「計画の位置づけ」についてです。 

現行計画は、「いきいき越谷２１」と一体となって策定をいたしましたが、

第２次計画は、第５次越谷市総合振興計画の関連計画として、他の関連計画と

整合をとる形に位置づけを変更いたしました。 

変更の背景といたしまして、第５次総合振興計画に、現行計画が関連計画と

位置付けられていること、自殺防止対策の推進が取り組みとして明示されて

いることがあります。また、いきいき越谷２１も次期計画の策定中であります

が、計画の期間が本計画とずれる見込みがあり、加えて、市長の所信表明でも

自殺対策の充実がうたわれていることから、本計画を単独計画として位置づ

けることといたしました。 

 

２つ目は、資料３、４ページ目の１.４.３「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の視点を持った取組」の新設です。 

これにつきましては、国が自殺対策の基本方針はＳＤＧｓの理念と合致し

ているとうたい、地域自殺対策計画においてもＳＤＧｓとの関連性を明示す

るよう促しております。 

また、本市の第５次総合振興計画における分野別計画においてもＳＤＧｓ

グローバル指標を掲げていることから、本計画においても掲載することとい

たしました。 

その他の変更点といたしましては、資料３－１「第２次越谷市いのち支える

自殺対策推進計画の枠組み（案）」をご参照ください。 

 

第１章の説明は、以上でございます。 
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発言者 発言内容 

議 長 計画素案はかなり大容量ですので、全５章をそれぞれ１章ずつみていきた

いと思います。 

事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

委 員 ４月にこども家庭庁ができて、こどもの自殺対策緊急強化プランとか省庁

連携とか、急激な動きが出ているが、その動向は次期計画に反映させていく必

要があるのか。 

事務局 こども家庭庁の新しい取組みや考え方の動向を注視して、素案に加えてい

くかどうか検討します。 

議 長 では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、第２章について、事務局から説明をお願いします。 

 

【第２章】 

発言者 発言内容 

事務局 続きまして、第２章についてご説明いたします。 

 

第２章の主な変更点は、２点あります。 

１つ目は、資料３、２１～２８ページにあります、「２.４自殺対策施策の現

状」の新設です。 

この部分は、計画の見直しをすすめる上での、現行計画の評価・総括に関わ

るものになり、現行計画の「第４章 施策の展開」に掲載されている、自殺対

策事業の実施状況や達成状況を示しております。 

内容といたしましては、議会報告書に掲載されている、令和元年度から令和

４年度までの、主な施策をピックアップして掲載しております。 

 

２つ目は、資料３、２９～３０ページにあります、「２.５自殺対策の評価と

課題」の新設です。 

内容といたしましては、第２章における全般的な内容のまとめから本市の

自殺の傾向や市民の意識調査等からわかったものを示し、本市における自殺

対策の現状、第２次計画に向けての課題等を掲載しております。 

 

第２章の説明は、以上でございます。 

議 長 事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

委 員 市政世論調査のところで、悩んだときに相談する相手として、いのちの電話

が多くの方から信頼されているとわかった。家族、親、子ども、兄弟姉妹の家

族よりも、顔も名前もわからないいのちの電話に相談してくれる方、相談した

いと思う方が多いとわかった。 

１４ページ上から３行目の文章からはいのちの電話が４．５％になってい

るが、グラフのほうを見ると５.６％になっている。グラフの「いのちの電話」
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発言者 発言内容 

と「親」の順番が逆ではないか。 

事務局 図表、文章ともに精査し、誤記については訂正いたします。 

議 長 他にご質問・ご意見等がありましたら、お願いします。 

委 員 「自殺対策施策の現状」の部分で、２１ページの「自殺対策に関するアンケ

ートの実施」というものがあり、青少年意識調査は毎年やっていることがわか

る。この青少年意識調査の内容について、「誰にも言えないくらい困ったこと

があるか」という質問項目の他はあるのか。 

事務局 現行の計画１５ページを見ていただくと、この①～⑤が５個の質問項目で

あり、基本的には市政世論調査と同じ項目を設定しております。 

ただ、市政世論調査では「自殺(自死)」したいと考えたことはありますか」

と、直接質問しておりますが、青少年意識調査だと「自殺」という言葉を直接

つかえない部分がありますので、「誰にも言えないくらい困ったことがある

か」というふうに言葉を置き換えて質問しております。 

委 員 令和３年度に埼玉県で行った青少年に関する調査があり、県内の全市町村

からアンケートを取っている。この項目の中に「生きるのが苦しいと感じるこ

とがあるか」という質問があり、県内の市町村との比較ができるという意味で

は、同じ項目で質問をしたほうが良いのではないかと思った。本市も参加して

いるが、県内では東部地区が少し高い値を示しており、気がかりな部分があ

る。 

議 長 他にご質問・ご意見等がありましたら、お願いします。 

委 員 私は消防署に勤務していた関係から、自殺あるいは自損事故に接した経験

がある。そのなかでは本人が家族や友人等に自殺予告をし、何とか未然に事故

を防ぐことができたということもあった。 

ただ「もう死んじゃおうかな」と思った人は、思いつめており相談しないと

思う。たまたま不審に思った家族や友人等が、消防署に１１９番を入れて、私

たちが出動して現場に行き確認をするということがあった。 

議 長 貴重なご意見をありがとうございました。 

相談というよりも最後のＳＯＳをどうキャッチするかっていうことになる

かと思いますが、現状として事務局から何かありますか。 

事務局 こころの健康支援室が本市における自殺の窓口になっておりますので、先

ほど委員からありましたように、ご本人ないし家族、友達、知人から、「死に

たい」といったメッセージ関する相談が入ります。 

場合によっては、越谷警察署の生活安全課に相談をして、一緒に現場に行く

とか警察の方に動いていただく事例もあります。 

委 員 警察としては、様々な通報や相談がある現状のなかで、緊急の対応というの

はどうしてもなかなか難しいところがある。自殺予告等の情報が入れば、早期

に本人のところへ確認に行ったり、「死にたい」意思について話しを聴くこと

があり、そこから保健所等へつないでいくという現状がある。その後の支援と

いう形になれば、市のほうにサポートしてもらっている。 
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発言者 発言内容 

こちらのほうも情報共有をしつつ、市のほうから依頼があれば現象面のと

ころで対応しており、市と情報共有し、早い段階で本人に接触して未然防止を

しているという現状がある。 

議 長 ２５ページに「自死遺族等に対する支援」がありますが、委員より何かご意

見はありますでしょうか。 

委 員 「分かち合い・支えあいの会」の活動をしており、そこでは相談というより

も、お互いに話しをして分かち合い、自死遺族同士で話し合うことの活動をし

ている。 

先ほど自殺の原因という話題があったが、亡くなった本人は何も言うこと

ができず、遺族としても何が原因だったのかわからないため、数字やグラフで

表されているものがどこからのものなのかわからない。私自身は家族の自死

を受け入れられたが、納得がいかない遺族もなかにはおり、その真実が数字や

グラフに反映されていないのではないかと考えてしまう。 

自死遺族を通して、現場のことが表面に出てくることはいままではなかっ

たので、私自身もそういう場に出て、状況を伝えていくことが必要だと思って

いる。 

議 長 貴重なご意見をありがとうございました。 

では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、第３章について、事務局から説明をお願いします。 

 

【第３章】 

発言者 発言内容 

事務局 続きまして、第３章についてご説明いたします。 

第３章の主な変更点は、２点あります。 

 

資料３、３１ページの「３．２数値目標」につきまして、国は、大綱におい

て、２０２６年（令和８年）までに自殺死亡率を２０１５年より３０％以上減

少させることを目標として定めています。 

また、埼玉県も同様の目標を設定していることから、本市においても自殺死

亡率を３０％以上減少させることとし、本計画の最終年度にあたる２０２８

年（令和１０年）の自殺死亡率を１２．２以下とすることを数値目標として設

定しました。 

国の大綱の数値目標が２０２６年（令和８年）までしか示されていないこと

から、今後も国の大綱の見直しを注視し、必要に応じて達成目標の変更も検討

してまいります。 

 

もうひとつ、３２ページの「３．３施策体系」をご覧ください。 

現行の計画書の１９ページ、「３ 施策の体系」と見比べていただくと、左側

の基本施策が１０から１３になっております。 

この部分につきましては、「越谷市自殺対策推進条例」第８条に書かれてお
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発言者 発言内容 

ります、１３個の施策をそのまま載せるかたちに変更いたしました。 

 

また右側の部分、重点施策につきましては、本日の議事（２）でもご説明い

たしましたとおり、新しい自殺総合対策大綱や「越谷市自殺実態プロファイ

ル」より、本市におけるとくに重点的に取組むべき事項として、「子ども・若

者」「勤務・経営」「女性」が挙げられております。 

そのことから、庁内推進会議等での議論を重ねて、第２次計画における重点

施策として、「子ども・若者の自殺対策の推進」「労働問題による自殺対策の推

進」「女性の自殺対策の推進」の３つを掲げております。 

 

第３章の説明は、以上でございます。 

議 長 事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

委 員 現行計画について、達成指標としては自殺死亡率１２．２という数値だった

かと思うが、結局そこまで達成するのが難しいため、次期計画の目標を再度設

定するという考え方でよろしいか。 

事務局 現行の計画、今年までの達成目標に関しましては、現行の計画の１８ページ

の下のほうに書かれてあります、２０２３年の１３．１が現行の計画の目標と

なります。昨年の実績値としては１５．７です。 

今年については残りの数か月となりますが、１８ページで書かれておりま

す２０２５年（参考）１２．２というものを、２０２８年まで継続する形にな

るとお考えいただければと思います。 

議 長 では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、第４章について、事務局から説明をお願いします。 

 

【第４章】 

発言者 発言内容 

事務局 続きまして、「第４章 施策の展開」についてご説明いたします。 

資料３、３３～７１ページが該当部分になります。 

 

「第４章 施策の展開」の作成につきましては、６月・９月に庁内および関係

機関等への照会をかけさせていただき、その結果に基づいたものになります。 

本日ご出席の委員の皆様にもご協力いただき、本当にありがとうございま

した。 

第４章につきましては当該照会結果に基づいた、本市における自殺対策事

業を、「越谷市自殺対策推進条例」第８条の１３項目にグループ分けしたもの

になります。 

現行計画においても同じように１３項目のグループ分けをしているため、

自殺対策事業の配置もほとんど変更はありません。 

大きく変更した部分につきましては、新規項目であります重点施策Ｃ「女性
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発言者 発言内容 

の自殺対策の推進」のみになります。 

 

第４章の主な変更点は、２点あります。 

１つ目は、新規掲載事業が２５個、挙がったことです。 

資料３－１「第２次越谷市いのち支える自殺対策推進計画の枠組み（案）」

をご覧いただくと、第４章のところで、右側部分に黒枠で「新規」と書かれて

いるものが、新規掲載事業となります。 

新規掲載事業につきましては、本当の新規事業であったり、この５年間のあ

いだに始まった事業も含めておりますが、重点項目に多く配置するかたちに

なっております。 

 

もうひとつ、重点施策Ｃ「女性の自殺対策の推進」についてご説明いたしま

す。ページは、資料３の６８～７１ページになります。 

重点施策Ｃ「女性の自殺対策の推進」は新規項目です。 

女性の自殺対策の推進については、本市の条例では掲げられておりません

が、国の自殺総合対策大綱にて新しい課題として挙げられており、本市の年間

自殺者数に占める女性の割合が非常に高いこともあるため、重点施策として

挙げることになりました。 

 

小見出しの項目立てといたしましては、「女性に対する相談支援の充実」「妊

産婦・子育て世代への相談支援」「女性に対する普及啓発活動」の３つです。 

現行の計画３１ページ、「４－３ 妊産婦・子育て世代への相談支援」が、素

案においては、重点施策Ｃにそのまま移行しております。 

また、庁内推進会議等において、マザーズハローワークや更年期の方への支

援について意見が挙げられたことから、関係課所やハローワーク越谷にもご

相談させていただき、掲載事業の追加等をお願いしてしまい、本当にありがと

うございました。 

 

その他の新規掲載事業や変更点といたしましては、資料３－１「第２次越谷

市いのち支える自殺対策推進計画の枠組み（案）」をご参照ください。 

 

第４章の説明は、以上でございます。 

議 長 事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

委 員 千間台でフリースクールやひきこもり相談サポートセンターなどを運営し

ている団体に所属している。 

最近読んだ新聞記事で、不登校の小中学生が２９万人を超えたという最新

のデータが出ており、その記事の横に「居場所」の言葉が書いてあった。そこ

には自分のアバターを作って、そこで自分の好きなことをしたり、勉強をした

り、チャットを使って会話もできる、そういう居場所もこれから必要ではない
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発言者 発言内容 

かと書いてあった。 

フリースクールで子どもたちと「居場所」ってなんだろうという話しをした

ところ、いろいろな意見があったが、息をしているだけでも許される場所じゃ

ないのかとか、しゃべってもしゃべらなくてもいいし、動いても動かなくても

いいし、そういうふうに居てもいいと思えるところが自分にとっての居場所

だという子たちがたくさんいた。 

所属するとか何か成果をなすというところでなく、とにかくほっとできて

休息できる、安心できる、そういうところで自分自身を見つめ直したり、整理

をしたりするところがとても大事なのではないかと思う。 

議 長 貴重なご意見をありがとうございました。 

教育関係者として様々な市町村に関わっているが、コロナ禍以降、オンライ

ンでつながっていったり、メタバースを使ったり、ひきこもっている方がそれ

でもオンラインだったらつながれるということで、実施している市町村もか

なり出てきていて、居場所の作り方も多様化していると思う。 

特に女性に対する支援のところで、ハローワークとの連携がすごく大切だ

ということで、ご意見をいただけたらと思います。 

委 員 さきほどの説明の中でも女性の対策というなかで、ハローワーク越谷では、

マザーズコーナーで専門の就労支援、就職支援のナビゲーター職員が相談に

応じる部門がある。 

子育て支援に関しては、管轄の越谷市、吉川市、松伏町のそれぞれの担当者

を含めて研究会を開いており、そのなかでいろいろな問題を協議している。女

性に関わる支援を相談体制として協力していくという流れのなかで、新たな

形として事業のほうを掲載する形になった。 

議 長 では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、第５章について、事務局から説明をお願いします。 

 

【第５章】 

発言者 発言内容 

事務局 最後、第５章についてご説明いたします。 

第５章の変更点は、主に３点ございます。 

資料３の７２ページをご覧ください。 

 

１点目は、「１、官民協働による関係機関の連携推進」の部分に、「越谷市自

殺対策連絡協議会を設置し、市の自殺対策について協議します」という文言を

追加いたしました。 

 

２点目は、「２、市役所内の理解促進と推進体制の充実」の部分に、「市役所

内に越谷市自殺対策庁内推進会議を設置し」、という文言を追加いたしまし

た。 
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発言者 発言内容 

最後、３点目は、「３、施策等の年次報告」を新設し、越谷市自殺対策推進

条例第１１条の規定に基づき、施策の取組み状況を毎年市議会へ報告してい

ることを明示しました。 

この自殺対策施策報告書につきましては、本年も庁内各課所、関係機関・団

体の皆様から令和４年度の取組み状況のご報告をいただき、完成となりまし

た。それが本日の資料１－１になります。 

 

第５章の説明は、以上でございます。 

議 長 事務局から説明がありましたが、この説明に関してご質問、ご意見等ありま

したらお願いいたします。 

加えて、全体を振り返って、再度質問しておけばよかったというものがあれ

ばお願いいたします。 

委 員 皆さんからいろいろな話しがあったが、私の体験のなかでは先ほど話しが

出たように、予想している場合は防げても、もう自殺をすると腹をくくってい

る場合については、防げない事例について経験している。 

私の仲間内でも、前日までは楽しくしていたのに自殺をしてしまうことが

あり、防げない自殺について、どういうふうにしたら防げるのか考えることが

ある。 

議 長 貴重なご意見をありがとうございました。 

では、他に何かご質問・ご意見等がありませんか。 

なければ、議事（４）「その他」について、委員皆さまより何かありましたら

お願いします。 

 

（４）その他 

 

３ その他 

 事務局より、委員報酬、会議録について説明した。 

 

４ 閉会 

 

 

（以上） 


